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株主優待制度の新設に関するお知らせ 

 

当社は、本日（令和５年 11 月 10 日）開催の取締役会において、株主優待制度の新設について決議いたしま

したので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．優待制度導入の目的 

株主の皆様への日頃のご支援とご愛顧に感謝するとともに、株主優待制度を通じて当社グループに 

対するご理解をより深めていただき、より多くの皆様に中長期的に当社株式を所有していただくこと 

を目的としております。 

 

２．株主優待制度の対象となる株主様 

毎年 12 月 31 日現在、同一の株主番号で当社株主名簿に 1 年以上継続して記載または記録されてい 

る当社株式 1,000 株（10 単元）以上を保有されている株主様を対象といたします。 

 

３．株主優待制度の内容 

毎年４月頃に当社オリジナル株主優待カタログ及び株主優待申込専用ハガキの発送を予定しており 

ます。カタログに掲載の自社グループ商品（5,000～6,000 円相当）、またはグルメ商品（2,000 円相当） 

からいずれか１点の優待品を贈呈いたします。 

 

４．株主優待制度の開始時期 

令和５年 12 月 31 日現在、同一の株主番号で当社株主名簿に 1 年以上継続して記載または記録されてい 

る当社株式 1,000 株（10 単元）以上を保有されている株主様を対象として開始いたします。 

 

５．その他 

お選びいただける商品及び申込方法等の詳細につきましては、後日決定し、当社ホームページ等で 

改めてご案内いたします。 

 

 

以 上 


